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第6章 キャンパスライフ 課外活動編

課外活動

課外活動団体について

参考資料 

 授業以外の時間を利用して参加する課外活動は、組織ならではの

協調性・自主性・リーダーシップといった、社会に出てからも必要と

される要素も課外活動を通して育成されます。

 本学においては、入学すると全員が学友会の会員となります。学

友会の中には、各種委員会、体育系・文化系のクラブ(部)、同好会な

ど50以上の課外活動団体が組織され、学生が主役となって運営さ

れています。自分に合った課外活動団体を見つけ、より充実した学

生生活への第一歩として皆さんの積極的な参加を期待します。 

学友会とは
　学友会とは『学生の学生による学生のための組織』です。学生が

主体となり、自分達のキャンパスライフをより良く、楽しくするため

に活動をする組織です。高校で言うところの生徒会に近い存在にな

ります。

　4月に学友会が主催する新入生歓迎クラブ・サークル紹介で説明

があります。委員会および協議会所属クラブ（部）に入会したい場
合は、各部のクラブハウスに行きましょう。

新しいサークルを作りたい場合は学友会に相談してください。

クラブ（部）の設立について
　クラブ（部）を設立するためには以下の条件を満たしている必要
があります。
【設立条件】
・同好会として承認されている団体であること
・２年以上の活動を行い「月間活動報告書」が提出されていること
・活動が活発に行われていること
・学友会会則の項目に反していない規則を制定していること
・構成員が１０名以上であること
・顧問が在任していること

　新たに同好会・クラブ（部）の設立に関する詳しい内容は、学友会
本部で相談してください。

部室について
　各委員会・協議会所属クラブ（部）には部室があります。厚木
キャンパスは7号館と体育館G階と1階、中野キャンパスは「クラブ
ハウス」に集まっています。場所は「第9章 校舎案内」で確認して
ください。

学友会本部

中野祭実行委員会

学友会学生生協委員会

学友会中野支部

体育部協議会本部

学園祭実行委員会

文化部協議会本部

委員会

特撮研究会

マンガ・デザイン研究会

演劇部

剣道部

ダンス部（POLYTECHNICS)

TRPG-Club

天文部

コスプレサークル

プログラミング研究会

軽音楽部

吹奏楽団

サウンド研究会

厚木、中野両方で活動する団体

硬式庭球部

からくり工房

硬式野球部

茶道部

バスケットボール部 弓道部

バドミントン部

e-sportsサークル

卓球部

JAZZ研究会 K.A.F 建築サークル モーターサイクル部

厚木のみで活動する団体

東京工芸大学学友会会則（Ｐ.83）
東京工芸大学学友会課外活動団体取扱規程（Ｐ.86）
Evolution’24（学友会本部）

カラー写真部写真部

ＦＯＴＯ.ism

パフォーマンス研究会

報道写真部

特撮研究会TPU 映像制作サークル

中野のみで活動する団体

同好会の設立について
　同好会を設立するためには以下の条件を満たしている必要があ
ります。
【設立条件】
・活動内容が明白であること
・構成員が5名以上であること
・顧問が在任していること

課外活動に関する手続き
 学外での合宿・大会等に参加する場合は、1週間前までに「課外活
動許可願」を学生課に提出してください。特に、夏季及び冬季休暇前
にも忘れずに提出してください。提出されない場合は、学生教育研究
災害傷害保険が適用されませんので、注意してください。また、終了
後には必ず「報告書」を提出してください。

 観光協会に属するホテ
ル・旅館・ペンション・民宿・
ロッジ（合計40カ所以上）の
全てが利用できます。

新潟県妙高高原
●妙高高原
  池の平温泉観光協会

情緒ある宿でのゼミ合宿や体育館・グランド・野球
場などの体育施設の手配まで充分おまかせ可能！

静岡県伊豆長岡温泉
●実篤の宿いづみ荘

BBQハウス新設！合宿のお客様に大人気！
音楽ホール充実！50 名様で貸切可！

千葉県南房総
●やまげん

●コンビニまで徒歩 8分
●露天風呂あり  
●夕食は会席料理・朝食バイキング  
●上諏訪駅より徒歩 5分  

長野県諏訪湖
●すわ湖苑

白樺湖近く
貸切天然温泉がある宿！
20名様～貸切可！（要相談）

長野県姫木平
●ペンションあーるいん

●コンビニまで徒歩 8分
●30 名収容の大浴場あり
　　　　　　　　( 温泉 )
●夕食・朝食セットメニュー
●自然体験プログラムあり

栃木県那須高原
●那須オオシマ
  フォーラム

 本学では、以下の施設とリゾート契約を結んでいます。お得な協定料金となっていますので、ぜひ利用してください。どの施設を利用する場合も、
大学から本人１人１泊につき３,０００円の利用補助が出ます。（原則１回につき１人２泊３日まで）利用の申し込みは利用希望日の２週間前までに、学生
課にて行ってください。なお、利用料金はシーズンにより異なりますので、利用時に学生課にお問い合わせください。

相談窓口 学生課※最新情報はお問い合わせください。

芦ノ湖と箱根の山なみ、この変化に富んだ景観と豊かな自然
が息づく湖尻高原の中心、深い緑につつまれた当ホテルは
湖尻・桃源台に近く、箱根めぐりにも絶好のロケーション。

神奈川県箱根湖尻
●箱根高原ホテル

伊豆長岡温泉の中心に位置し、温泉情緒豊かな雰囲
気に包まれた和風温泉です。館内には500点余の書
画を展示し、ゆったりと美術鑑賞ができます。

静岡県伊豆長岡温泉
●小松家 八の坊

●コンビニまで徒歩４分
●夕食・朝食バイキング
●テニスコート
　（オムニコート）４面あり
●露天風呂あり 

山梨県石和温泉
●春日居
  びゅーほてる

雄大な富士山と緑の自然に囲まれた環境の中、セミナーハ
ウス、グランド、体育館、テニスコート、フットサルコートを完
備。ゼミ合宿・スポーツ合宿に最適の施設です。

山梨県河口湖
●富士緑の休暇村

●コンビニまで徒歩1分
●夕食は和会席・朝食バイキング
●源泉かけ流しの露天風呂
●石和温泉駅より徒歩5分

山梨県石和温泉
●華やぎの章 慶山

越後湯沢を代表する充実
ファシリティー！首都圏か
らわずか 80 分でリゾート
ミーティング！

新潟県越後湯沢温泉
●NASPA
  ニューオータニ

●コンビニまで車で5分
●豊かな自然に囲まれたリゾートコテージ
●夕食はセットメニュー・朝食バイキング
●温泉大浴場・サウナあり

静岡県伊豆高原
●ルネッサ赤沢

東京工芸大学リゾート施設

 グループに属する池の平ホテ
ル・白樺高原ホテル、及びレ
ジャー施設等が利用できます。
※レジャー施設も協定の割引
料金で利用できます。

長野県
●白樺リゾート
  池の平ホテル
  白樺高原ホテル

体育館・会議室多数あり！

山梨県西湖
● HAMAYOUリゾート
  レイクホテル西湖

※これ以外に数多くの「同好会」が活動しています。
　詳しくはEvolution’24で確認してください。

九十九里のほぼ真ん中にある当館は砂風呂（別料金）や天然
温泉を使用している岩風呂などを含め、多彩なお風呂があ
ります。イベントやショーなど毎日活気があります。

千葉県九十九里・長生村
●スパ＆リゾート
  九十九里太陽の里

会議室兼コンパルームはオールナイトで利用できま
す。インドアコートはテニス以外にもバレーボールや
ドッヂボール、綱引き等の運動会にも利用できます。
海水浴場や城ヶ崎海岸、スーパー・コンビニまで無料
送迎（予約制）があり、ゼミ合宿に最適です。

静岡県伊豆高原
●リゾートホテル
  ロブィング
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　ボランティア活動に従事した学生に対して、その活動を支援、推進
するために支援金を支給する制度があります。支援を受けるには、個
人または団体でのボランティア登録が必要になります。また、ボラン
ティア活動実施前に「ボランティア活動支援金申請書」を学生課に提
出する必要があります。

●登録できるボランティア内容
①社会福祉ボランティア
　障害者援助、介護（相談・助言）
②国際交流ボランティア
　留学生支援（相談・通訳）、海外活動
③技能ボランティア
　手話通訳者、パソコンテイク、ノートテイク語学（通訳・日本語）、文化
活動（写真・音楽等）、スポーツ活動（指導）、各種免許（運転免許、そ
の他）及び特技
④一般ボランティア
　防災・災害時におけるボランティア、環境保護活動等
⑤その他のボランティア

●支援金の対象
　交通費、宿泊費、保険加入助成、活動補助金
　※全てボランティア支援センター運営委員会が必要と認めたものに
　　限ります。

相談窓口 学生課

参考資料 
東京工芸大学ボランティア支援センター規程（P.74）
東京工芸大学ボランティア活動支援金支給規程（Ｐ.75）

ボランティア活動支援についてボランティア支援センターについて

 ボランティア活動は特別なことではなく、一人ひとりの何気ない活
動の中で、行われているのです。個人が何かのために役立ちたいと思
う心、また、お互いに助け合って生きていこうとする気持ちがあれば
立派なボランティア活動ができます。本学では、ボランティア活動を
してみたい、何かに自分の技能や特技を活かしたいと考えている人
の活動を支援する「ボランティア支援センター」を厚木キャンパス学
生課に開設しています。

ボランティア情報の紹介

 大学に依頼があったボランティア募集の情報については、随時、コ
ウゲイ.netでお知らせします。興味のある学生はご確認ください。

ボランティア活動

集会・掲示・刊行物発行・ビラ配布

相談窓口 学生課

備 考内 容

１週間前までに願い出て、許可を得てください。集会等を開催する場合

１週間前までに現物を持参し、許可を得てください。
新聞・雑誌・小冊子等を発行する場合

ビラ配布・アンケート調査等する場合

 学生が学内において次の行為を行う場合は、学生課において以下の手続きが必要になります。

ポスター・案内文等を
掲示する場合

①大学が定めた掲示板（学生用掲示板・学友会掲示板）を使用してください。
 壁・ガラス等の掲示板以外の場所には、絶対に掲示しないでください。
②掲示責任者を明確にし、掲示物を持参して学生課の許可を得てください。なお学友会掲示板を使用したい
場合は、学生課の許可を得る前に学友会本部の許可を得てください。

③掲示期間は原則２週間です。期間経過後は責任をもって完全に撤去してください。
④立て看板を使用したい場合は、タイプと設置希望場所を明確にし、学生課の許可を得てください。

相談窓口 学生課

学友会活動予定表

４月 新入生歓迎クラブ・サークル紹介
５月 学友会総会

文化部協議会新入生歓迎会
   体育部協議会新入生歓迎会
７月 神奈川県央３大学定期対抗戦（今年度は休止の予定）

創工祭
８月   各クラブ合宿
１０月 学生連絡評議会
　 学園祭 中野キャンパス
　 学園祭 厚木キャンパス

Sports Festival（予定）
２・３月 各クラブ合宿

学生連絡評議会

 学生の代表者と学長を含む大学の役職者が会し、学生が大学に対
し意見や要望を伝える会議です。学内の施設の至る所に、この会議
で学生から要望されたものが形となって実現しています。大学に伝
えたい意見や要望がある場合は、ぜひこの会議の場を利用してくだ
さい。議題の受付は学友会が行います。

神奈川県央３大学定期対抗戦（今年度は休止の予定）

 本学、神奈川工科大学、産業能率大学の県央３大学によるスポー
ツ対抗戦で、毎年７月に会場持ち回りで開催されます。クラブの対
抗戦だけでなく、近年、一般種目も増え、一般参加の学生も増えて
います。

創工祭

 学園祭実行委員会主催で、クラブ活動における日頃の作品制作の
発表の場として、厚木キャンパスで開催されます。作品発表の他に、ス
テージイベント等も予定しており、まさに「夏の学園祭」です。

学園祭

 毎年秋に行われる学友会最大のイベントが、学園祭（工芸祭・中野
祭）です。研究や作品発表、模擬店、コンサート、講演会などさまざま
な催し物が組まれ、学内の賑わいは後夜祭まで続きます。総会へ行こう！

学友会総会はすべて
の会員を対象にし
た、学友会における
最高決議機関です。
必ず出席しましょう！

学友会行事

学友会活動奨励金制度
　本制度は、同窓会より助成された学友会活動奨励基金により各ク
ラブ・同好会等及び各委員会の活動を奨励し活性化を図ることを目
的としています。申請の受付は原則、前期・後期の2回で、掲示にて連
絡します。
●支給対象
①学外指導者に対する謝礼及び旅費交通費
②連盟等の登録費用
③大会等の参加又は運営に必要な費用
④強化クラブ又は委員会の活動費
⑤大学の知名度を高める活動を行った団体又は個人に対する
　活動費用
⑥その他、学生委員会が適当と認めたもの

後援会学生課外活動強化費
 この制度は、後援会からの助成金を基金とし、学生の課外活動団体
の活動をより活性化するために、大学が指定した活動団体に対し、そ
の運営に係わる主に以下の費用の経済的援助を行うことにより課外
活動の支援に寄与するものです。申請を希望する団体は学生課に相
談してください。

●支給対象
①指導者に対する謝礼・交通費・宿泊費の助成・所属部員の合宿
②試合等に係る遠征費の助成
③その他、活動上必要となる経費の助成

マナーアップキャンペーン
　学友会メンバーが自主的に年に数回、マナーアップキャンペーン
を行っています。
　このキャンペーンではキャンパス内外での清掃活動や喫煙マ
ナー違反の学生に注意を呼び掛けることを通じて、学生全員が気
持よく大学生活を過ごすことを目的としています。

   

１１月
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 壁・ガラス等の掲示板以外の場所には、絶対に掲示しないでください。
②掲示責任者を明確にし、掲示物を持参して学生課の許可を得てください。なお学友会掲示板を使用したい
場合は、学生課の許可を得る前に学友会本部の許可を得てください。

③掲示期間は原則２週間です。期間経過後は責任をもって完全に撤去してください。
④立て看板を使用したい場合は、タイプと設置希望場所を明確にし、学生課の許可を得てください。

相談窓口 学生課

学友会活動予定表

４月 新入生歓迎クラブ・サークル紹介
５月 学友会総会

文化部協議会新入生歓迎会
   体育部協議会新入生歓迎会
７月 神奈川県央３大学定期対抗戦（今年度は休止の予定）

創工祭
８月   各クラブ合宿
１０月 学生連絡評議会
　 学園祭 中野キャンパス
　 学園祭 厚木キャンパス

Sports Festival（予定）
２・３月 各クラブ合宿

学生連絡評議会

 学生の代表者と学長を含む大学の役職者が会し、学生が大学に対
し意見や要望を伝える会議です。学内の施設の至る所に、この会議
で学生から要望されたものが形となって実現しています。大学に伝
えたい意見や要望がある場合は、ぜひこの会議の場を利用してくだ
さい。議題の受付は学友会が行います。

神奈川県央３大学定期対抗戦（今年度は休止の予定）

 本学、神奈川工科大学、産業能率大学の県央３大学によるスポー
ツ対抗戦で、毎年７月に会場持ち回りで開催されます。クラブの対
抗戦だけでなく、近年、一般種目も増え、一般参加の学生も増えて
います。

創工祭

 学園祭実行委員会主催で、クラブ活動における日頃の作品制作の
発表の場として、厚木キャンパスで開催されます。作品発表の他に、ス
テージイベント等も予定しており、まさに「夏の学園祭」です。

学園祭

 毎年秋に行われる学友会最大のイベントが、学園祭（工芸祭・中野
祭）です。研究や作品発表、模擬店、コンサート、講演会などさまざま
な催し物が組まれ、学内の賑わいは後夜祭まで続きます。総会へ行こう！

学友会総会はすべて
の会員を対象にし
た、学友会における
最高決議機関です。
必ず出席しましょう！

学友会行事

学友会活動奨励金制度
　本制度は、同窓会より助成された学友会活動奨励基金により各ク
ラブ・同好会等及び各委員会の活動を奨励し活性化を図ることを目
的としています。申請の受付は原則、前期・後期の2回で、掲示にて連
絡します。
●支給対象
①学外指導者に対する謝礼及び旅費交通費
②連盟等の登録費用
③大会等の参加又は運営に必要な費用
④強化クラブ又は委員会の活動費
⑤大学の知名度を高める活動を行った団体又は個人に対する
　活動費用
⑥その他、学生委員会が適当と認めたもの

後援会学生課外活動強化費
 この制度は、後援会からの助成金を基金とし、学生の課外活動団体
の活動をより活性化するために、大学が指定した活動団体に対し、そ
の運営に係わる主に以下の費用の経済的援助を行うことにより課外
活動の支援に寄与するものです。申請を希望する団体は学生課に相
談してください。

●支給対象
①指導者に対する謝礼・交通費・宿泊費の助成・所属部員の合宿
②試合等に係る遠征費の助成
③その他、活動上必要となる経費の助成

マナーアップキャンペーン
　学友会メンバーが自主的に年に数回、マナーアップキャンペーン
を行っています。
　このキャンペーンではキャンパス内外での清掃活動や喫煙マ
ナー違反の学生に注意を呼び掛けることを通じて、学生全員が気
持よく大学生活を過ごすことを目的としています。

   

１１月


